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脳卒中の医療体制と法整備
―SCUの役割とともに―
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抄　　録
　脳卒中は本邦で死因の第 4位，要介護の原因の第 1位であり，脳卒中への対策は，超高齢化社会
における課題である．近年超急性期再灌流療法の発展により，特に脳梗塞患者の予後は改善してき
ているものの，これらを有効活用するためには急性期脳卒中診療体制の整備が必須である．本邦で
は一次脳卒中センターの認定や Stroke Unit/Stroke Care Unitの整備，これらの診療体制の均霑化
が徐々に進みつつあり，これらの計画を国の施策としてすすめるべく脳卒中・循環器病対策基本法
が 2020年に制定された．今後脳卒中診療体制の整備がさらに進むことが期待される．
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Abstract
　　The burden of stroke is serious in Japan.  Stroke is the fourth leading cause of death and the first 
leading cause to become bedridden.  Recent advances in acute stroke treatment including reperfusion 
therapy as intravenous thrombolysis and endovascular mechanical thrombectomy have improved 
stroke patient’s outcome.  However, improvement of local emergency transport system and medical 
facilities as stroke center and stroke care unit are essential for more stroke patients to receive the 
benefits from acute reperfusion therapy.  The Stroke and Cardiovascular Disease Control Act was 
enacted in Japan in December 2018.  The government made a“Basic Plan to Promote Stroke and 
Cardiovascular Disease Control Programs”and each prefecture shall make a prefectural plan in 
accordance with the government plan.  This approach is expected to improve acute stroke care system 
in Japan.

Key Words: Stroke unit, Stroke care unit, Primary stroke center, Stroke and cardiovascular disease 
control act.
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は　じ　め　に

　脳卒中は，本邦の死亡原因の第 4位を占める
とともに，高齢者の要介護の最大の要因で，今
後の更なる高齢化社会において，脳卒中の発症
予防，転帰改善は高齢者の健康寿命の伸長，増
大する医療費，介護費の軽減のためにも重要な
課題である．
　本邦では脳梗塞が脳卒中全体の約 4分の 3を
占め，対処すべき最も重要な疾患である．脳梗
塞の治療に関しては，経静脈的血栓溶解療法
（rt-PA静注療法）やカテーテルによる機械的
血栓回収療法などの超急性期再灌流療法の出現
により，以前は発症しても治療法がなかった重
症脳梗塞の患者が，歩いて退院できる時代に
なってきた．また直接経口凝固薬などの抗血栓
薬の選択肢の増加，カテーテルアブレーション，
左心耳閉鎖，卵円孔閉鎖などの心臓関連の手技
の発展による脳梗塞発症予防戦略の進歩，急性
期からの集学的リハビリテーションによる機能
予後改善など，この 20年で脳梗塞診療は大き
な変貌を遂げた．
　これらの治療を効率的に運用するためには，
脳梗塞発症早期に，脳卒中専門施設で，脳卒中
専門医をはじめとした多職種からなる専従の医
療チームが適切にかかわることが重要である
が，本邦では脳卒中診療の適切な医療体制の整
備や均霑化が進んでいるとはいえない状況で
あった．このような中で，近年一次脳卒中セン
ター認定制度の構築，Stroke Care Unit（SCU）
の整備と共に，これらの施策の基盤となる脳卒
中の法整備が進められている．本稿では，脳卒
中の急性期医療体制に主眼を置き，本邦での現
状と法整備を含めた取り組みについて概説をす
る．

脳卒中センターの整備

　rt-PA静注療法や機械的血栓回収療法は，い
ずれも超急性期脳梗塞の専門性の高い治療であ
るとともに，虚血に陥った神経細胞は刻々と細
胞死に至るため，時間との闘いでもある．超急
性期再灌流療法の有効性を最大限に活かすため

には，救急現場で急性期脳卒中疑いとして覚知
された患者が，できるだけ早く超急性期再灌流
療法が可能な適切な脳卒中専門施設に搬送され
ることが重要である．しかしながら本邦ではこ
れまで米国のような一次脳卒中センター（Pri-
mary stroke center）や包括的脳卒中センター
（Comprehensive stroke center）の認定を行う
制度や機関は存在せず，その結果急性期脳卒中
患者が常に適切な医療機関に救急搬送されてい
るとは限らず，急性期再灌流療法の施行率が上
昇しない一因となっていると考えられてきた．
後述する「脳卒中と循環器病克服 5ヵ年計画」
の中でも患者の脳卒中受療システムの最適化，
早急な脳卒中医療体制と脳卒中センター認定制
度の整備を喫緊の課題としてあげられており，
2019年にようやく日本脳卒中学会により一次
脳卒中センターの認定が開始された．超急性期
再灌流療法は時間の制約があるため，大都市の
みに脳卒中センターを集中させることはでき
ず，どこに住んでいても同じような治療を受け
ることができるような脳卒中診療の ｢均霑化｣
が必要である．そのため可能な限り 2次医療圏
に少なくともひとつの一次脳卒中センターを整
備すべく，全国で 974の一次脳卒中センター
が認定された．一次脳卒中センターの認定要件
は表 1に示すとおりである．24時間 365日
rt-PA静注療法が実施できることが要件で，機
械的血栓回収療法も実施または実施できる施設
への緊急転送マニュアルを有する体制構築が求
められている．これまで脳卒中センターには認
定制度がなかったため，脳卒中センターを標榜
する病院間で診療の質の格差に差があったが，
これらの認定制度により，脳卒中センターの質
が担保されることが期待される．また認定脳卒
中センターの診療の質の維持のために，年 1回
の更新手続きが必要で，更新時には rt-PA静注
療法と機械的血栓回収療法の年間症例数と予後
の報告が義務づけられている．今後は一次脳卒
中センターの要件に加え，24時間 365日機械
的血栓回収療法が実施可能な血栓回収脳卒中セ
ンター，さらに血栓回収脳卒中センターの要件
に加え，24時間 365日高度な脳神経外科治療
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と血管内治療が可能な包括的脳卒中センターの
認定が課題となっている．
　京都府内の 2次医療圏ごとの人口と一次脳卒
中センターの現状（2021年 10月現在）を図 1
に示す．京都・乙訓医療圏では 14施設，山城
北医療圏 4施設，中丹医療圏 2施設，山城南，
南丹医療圏 1施設で，丹後医療圏には一次脳卒
中センターの要件を満たす施設はなかった．丹
後医療圏を除けば，各医療圏とも人口 10万人
強あたりひとつの一次脳卒中センターがあり，
均霑化は進んでいるように見える．ただし機械
的血栓回収療法の年間件数をみるとまだまだ医
療圏格差は存在する．日本脳神経血管内治療学
会が中心となる RESCUE-Japan projectの 2016
年の全国実態調査では，京都・乙訓医療圏が年
間 100件以上であったが，一方で丹後医療圏
と南丹医療圏では年間 0件，山城南医療圏では
5件未満であった1）．また実情として，都市部，
周辺地域にかかわらず，一施設当たりの脳卒中
専門医や血管内治療専門医の数は少ない施設が
多く，医師個人への負担が大きくなっており，
働き方改革のもと是正が必要である．脳卒中専
門医の人材育成とともに，大都市での脳卒中セ

ンター，脳卒中専門医の集約化，地方では
Telestrokeなどの遠隔医療システムの導入やド
クターヘリの活用など病院間，2次医療圏同志
での診療連携などが今後の課題と考えられる．

Stroke unit/Stroke Care unitでの
脳卒中診療

　Stroke Unit（SU）は，多職種（医師，看護師，
リハビリテーション療法士，ソーシャルワー
カー）からなる専従の脳卒中医療チームが脳卒
中急性期からの集中的治療と早期からのリハビ
リテーションを計画的かつ組織的に行うことが
可能な脳卒中患者専用の病床である．急性期脳
卒中患者は，SUにて治療を受けることにより，
一般病棟での治療と比べ，脳卒中の悪化や再発，
肺炎などの感染症および死亡率が有意に低下，
在宅復帰率の上昇，在院日数の短縮効果が得ら
れ，長期的にもQOLの改善が証明されている2）．
脳卒中治療ガイドライン 2021においても，急
性期脳卒中患者は SUで治療することが推奨度
A，エビデンスレベル高と記載されている3）．そ
のため SUは一次脳卒中センターの認定要件の
一つとなっている．

表 1　一次脳卒中センターの認定基準
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　SCUは明確な定義はないが，SUのうち急性
期の高度脳卒中集中治療を担う病床を意味す
る．本邦では SUに関して診療報酬は設定され
ていないが，SCUで急性期脳梗塞，脳出血又
はくも膜下出血の患者に対して入院管理を行っ
た場合，発症後 14日を限度として脳卒中ケア
ユニット入院医療管理料（1日 6,013点）を算
定することが可能である．本管理料を取得する
ための施設基準を表 2に示す．少なくとも脳神

経内科または脳神経外科の経験を 3年以上有す
る医師（医師免許取得から少なくとも 6年目以
降の脳神経内科または脳神経外科医師）の院内
への常時 1名以上の配置，3対 1の看護体制，
理学療法士または作業療法士の 1名以上の専任
配置，CT/MRIなどの画像検査が常時行える
体制などマンパワーを必要とする施設基準であ
るため，本邦の現状では脳卒中センターの中で
も SCUを開設できるところは限られている．

図 1　京都府の各 2次医療圏の人口と日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター
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SCU設置は一次脳卒中センターにおいて必須
の要件ではないが，より集学的な急性期脳卒中
診療が可能となり，また経営面への貢献も期待
できる．本学附属病院でも 2021年度中に開設
される脳神経センター内に SCU6床の承認申
請を目指している．

脳卒中・循環器病対策基本法

　脳卒中は国民病であるにもかかわらず，同じ
国民病のがんと比べて一般への啓発や診療体制
の整備がすすんでこなかった．その一因として，
がんに関しては 2006年にがん対策基本法が成
立したのに対し，脳卒中医療を統括する基本法
が存在せず，脳卒中対策が国を挙げての施策に
なっていないことが挙げられた．そのため日本
脳卒中協会を中心に 2008年から脳卒中対策基
本法の成立を目指すための検討が重ねられ，
2009年に脳卒中対策基本法の要綱案を公表し
たが，2度の政権交代や東日本大震災の発生，
個別疾患に対して対策基本法を作ることに対す
る一部の団体の反対もあり，脳卒中対策基本法
の法制化をなかなか果たせずにいた．その中で
脳卒中だけでなく，心臓血管病とあわせた循環
器病克服の重要性を産官学政さらには全国民に

周知するとともに，循環器病克服の目標と戦略
を明確にすることを目的として，2016年に日
本脳卒中学会は，日本循環器学会と共同で「脳
卒中と循環器病克服 5ヵ年計画」を作成した4）．
その中では「脳卒中」「心不全」「血管病（急性
心筋梗塞，急性大動脈解離，大動脈瘤破裂，末
梢動脈疾患）」を重要 3疾患と位置づけ，1．人材
育成，2．医療体制の充実，3．登録事業の促進，
4．予防・国民への啓発，5．臨床・基礎研究の
強化という 5つの事業を柱とした．5ヵ年計画
の実現に向けて様々な整備が進む中，心臓血管
病対策と併せたより広い法案として成立に向け
た地道な運動を重ねられた結果，2018年 12月
に念願であった「健康寿命の延伸等を図るため
の脳卒中，心臓病その他の循環器病に係る対策
に関する基本法」（脳卒中・循環器病対策基本法）
が成立し，2019年 12月 1日に施行された5）．そ
の後，同法に基づき厚生労働省に設置された循
環器病対策推進協議会において，循環器病対策
の総合的かつ計画的な推進を図るための循環器
病対策推進基本計画の検討が進められ，2020
年 10月に閣議決定された．循環器病対策推進
基本計画（図 2）では，全体目標として「循環
器病の予防や正しい知識の普及啓発」，「保健，

表 2　脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
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医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充
実」，「循環器病の研究推進」の 3つの目標に取
り組むことにより，2040年までに 3年以上の
健康寿命の延伸，年齢調整死亡率の減少を目指
して，予防や医療，福祉サービスまで幅広い循
環器病対策を総合的に推進することを掲げてい
る6）．そして個別施策として，救急搬送体制の
整備，救急医療の確保をはじめとした循環器病
に係る医療提供体制の構築が重要な課題として
あげられている．今後脳卒中・循環器病対策基
本法で定めに従い，都道府県毎にその地域事情
に合わせた脳卒中・循環器病に対する都道府県
基本計画の策定を行う必要があり，現在京都府
においては京都大学と京都府立医科大学が中心
となり，2021年度内に京都府の脳卒中対策推
進基本計画の作成をすすめている．脳卒中・循
環器病の対策を国の法律で定めたものは世界的
にも例がなく，世界脳卒中機構の機関紙にも紹

介されている7）．今後は計画の実施状況や成果，
問題点が監視され，PDCAサイクルを回して，
6年ごとに計画が見直される予定である．法律
の下で脳卒中疑い患者の搬送プロトコルの策
定，地域ごとの脳卒中センター，遠隔診療支援
体制などの整備を含めた脳卒中診療体制の進歩
が推進されるかどうかが注目される．

終　わ　り　に

　超急性期再灌流療法の治療効果が証明された
現在，本邦において適切な救急搬送システムの
構築，脳卒中センターや Stroke Unitの整備と
均霑化は必須である．新たに施行された脳卒中・
循環器病対策基本法の下，脳卒中診療体制の整
備が速やかに進むことが期待される．

　開示すべき潜在的利益相反状態はない．

図 2　循環器病対策推進基本計画案概要　厚生労働省ホームページより
　　（https://www.mhlw.go.jp/content/000765294. pdf）
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